
病院長メッセージ　地域連携機関の皆さま方には当院の地域連携に格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　また、患者さんにおかれましても常日頃ご支援をいただき、誠にあり
がとうございます。地域連携だよりのコーナーでは当院の情報をお知ら
せいたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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「医師の働き方改革の本格稼働にむけて」
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　法改正により、2024年４月より医師の働き方
改革の法規制が適用されます。医師の働き方改
革が行われる背景としては、医療介護ニーズが増
加していく一方で長時間労働に代表される過重
労働が問題となり、医師不足が深刻化しているこ
とが挙げられます。これまで医療現場をささえる
医師の長時間労働は当たり前のものとされてき
ましたが、多くの医師がその意義を理解しつつ
も、その過酷ともいえる勤務状況から違ったキャ
リアを模索する例が増えてきています。こうした
流れはますます医師不足を助長することになり、
その結果、残った医師の労働環境がさらに過酷
なものになる悪循環を生み出します。実際、厚生
労働省の2017年の調査でも、医師の時間外労働
が発生する理由として、人員不足という回答が
31.8%を占めています。団塊の世代が75歳（後
期高齢者）を迎え、医療介護ニーズの最大化が予
想される医療の2025年問題にむけて、必要な医
療人材を確保するためにも、医師の働き方改革は
必須のものとされています。
　2016年の調査によると、時間外労働が年
1,860時間を越えると推定される医師が勤務し
ている病院は、大学病院で88%、救急救命機能
を有する病院で84%、許可病床400床以上の病
院で71%を占めるとされます。（厚生労働省
「医師の働き方改革について」https://www.
mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.
pdf より）働き方改革では、基本的な時間外労働
を年960時間に規制し、月単位では100時間を
越えないことが原則とされます。県の指定をうけ

ると過渡的措置として、上限規制が緩和されま
すが、それらの医師に対して面接指導、労働時間
短縮の計画作成、連続勤務時間の制限による代
償休息などが必要となり、平日日中勤務への制
限が発生する可能性があり、日常診療への影響
などが危惧されます。
　さて、そもそも医師には応招義務が謳われ、主
治医の急な呼び出しやご家族との対応（面談な
ど）が夜間・休日を問わず発生することも時間外
労働が増加しやすい背景のひとつです。したがっ
て働き方改革を達成するには、チーム医療による
主治医の代行の推進やご家族の対応などを可能
な限り勤務時間内に行うことが必要とされてい
ます。
　当院は、地域がんセンターかつ都道府県がん
診療連携拠点病院として高度専門的がん診療や
救急診療を始めとする政策医療の提供など自治
体病院としての役割があり、休日夜間を問わず医
師の業務が発生しやすい診療体制を要求されて
います。すでに2017年から休日勤務に対する休
暇の振替取得による時間外勤務の削減やコメ
ディカルの支援による医師業務の分散など（入
院サポートセンター、医師事務作業補助者の活
用、認定看護師による業務代行（準備中）など）
に努めてまいりましたが、2024年４月の本格稼
働にむけて医師の働き方改革をさらに推進して
いく所存です。過重労働を解消することは、より
効率的かつ安全安心な医療を提供することにも
つながりますので、県民の皆様の一層のご理解
ご協力をお願いする次第です。

各診療科のご紹介

　耳鼻咽喉科・頭頸部外科では耳、鼻、咽喉頭のあらゆる疾患に対応しております。頭頸部の感
覚器、運動器における様々な疾患は、音を聞く・匂いを嗅ぐ・食べる・話す・呼吸をするなどの
重要な機能を損ない、生活の質（QOL）に大きく関わってきます。適切な診断、治療を行うこ
とが症状からの解放、機能の温存につながります。時には積極的な手術治療が望ましい場合もあ
ります。緊急での気道確保や、感染症等に対する外科的治療にも積極的に対応しています。
　当院はがん診療連携拠点病院であり、頭頸部がん専門医制度指定研修施設です。頭頸部がんに
は口腔・咽喉頭がんを初め、鼻副鼻腔がんや唾液腺がん、甲状腺がんなど多種多様な疾患が含ま
れます。良性腫瘍も含め、頭頸部腫瘍性疾患全般に対する治療に力を入れています。再建を要す
る進行がんに対しては形成外科と合同で手術を行っております。機能の温存が目指せる場合には
放射線療法や化学放射線療法を行います。また機能温存のため内視鏡を用いて経口的に咽喉頭が
んを切除する手術も行っています。やむを得ず喉頭を摘出し発声機能を喪失した患者様にも、気
管食道シャント術を行い、ボイスプロテーゼ（プロヴォックス®）を装着することで音声による
コミュニケーション機能の再獲得を目指しています。近年開発された光免疫療法は、手術、放射線、
抗がん剤、免疫チェックポイント阻害薬に次ぐ “第５の治療法” として注目されていますが、当
院はその施設要件を満たしており、施術が可能となるよう準備をしています。
　当院には多職種から構成された摂食嚥下サポートチーム（SST）があり、摂食・嚥下障害看
護認定看護師や言語聴覚士とともに嚥下機能の評価やリハビリテーションに取り組んでいます。
リハビリテーションによる回復が困難な高度な嚥下障害に対しては、誤嚥防止手術や嚥下改善手
術を行っています。
　患者さんの命と機能を護るため、最新、最適の医療を提供すべく多くの選択肢を提示し、徹底
して治療に取り組んでいくようチームを挙げて努めております。なにかございましたらお気軽に
ご相談いただけますと幸いです。

（前列左から３番目）
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